
   

※任意継続の保険料は下記の早見表で確認できます※ 

任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額から算出する為、ひとりひとり金額が違います。 

給与明細から控除されている健康保険料を基に、下記の早見表に当てはめて確認することができます。 

 

 

 

                               
⚫ 介護保険料は 40～64歳までの被保険者、40～64歳までの被扶養者がいる場合に発生します。 

⚫ 任意継続保険料の 2024 年度標準報酬月額は 340千円が上限となります。 

標準報酬月額が 340千円を超える方は、上限の 340千円の保険料（健康保険料 34,000円 

介護保険料 6,120 円）となります。 

 

＜参考＞2025年度特例退職被保険者制度の保険料(全員一律)  

        健康保険料 34,000円 介護保険料 6,120円 

 

【注意！】 

資格喪失直前に標準報酬月額が

変更になることがあるため、給

与明細から算出する保険料と相

違する場合があります。 

任意継続早見表  ２０２５年度 

                       (円) 


